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１ 計画の背景 

平成７年１月の阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、「建築物の耐震改修の促進に

関する法律（以下「法」という。）」が制定されました。その後、平成１７年９月の

中央防災会議で決定された建築物の耐震化緊急対策方針において、建築物の耐震化

は、全国的に取り組むべき「社会全体の国家的な緊急課題」とされたことから、平

成１９年７月に「山梨県耐震改修促進計画（以下「本計画」という。）」を策定しま

した。 

 

平成２３年３月の東日本大震災では、想定をはるかに超える巨大な地震・津波に

より、甚大な被害が発生したことや、南海トラフ地震等の切迫性が指摘されたこと

などを背景に、平成２５年１１月の法改正と併せて、建築物の耐震化の促進に係る

国の基本的な方針（以下「国の基本的な方針」という。）も改正されました。   

その後、南海トラフ地震防災対策推進基本計画（平成２６年３月）や首都直下地

震緊急対策推進基本計画（平成２７年３月）が策定されたことから、平成２８年３

月に本計画を改定し、既存建築物の耐震診断や耐震改修など、耐震化施策を総合的

に進めてきたところです。 

 

近年においては、平成２８年４月の熊本地震や、平成３０年６月の大阪府北部を

震源とする地震が発生するなど、大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況

にあり、引き続き、住宅・建築物の耐震化を促進することが必要であることから、

これまで実施してきた取り組みに新たな施策を追加し、本県計画を５年間延長する

こととしました。 

 

 

 

○ 経緯 

平成１９年 ７月：平成１８年度から平成２７年度の１０年計画を策定 

平成２８年 ３月：計画を見直し、５年延長の計画として改定 

平成３１年 ３月：ブロック塀等の転倒防止対策を追加するため改定 

令和 ３年 ３月：計画を見直し、５年延長の計画として改定 

 

 

 

 
序 章 
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２ 本計画の位置づけ 

本計画は、法第５条第１項に基づく都道府県の耐震改修促進計画として策定した

ものです。 

また、山梨県総合計画、山梨県強靱化計画、山梨県社会資本整備重点計画、山梨

県地域防災計画及び山梨県住生活基本計画などの県計画と整合・連携を図りなが

ら、住宅・建築物の耐震化を促進するために必要な事項に関し定めたものです。 

 

 

 

３ 計画の期間 

平成１８年度から令和２年度までの計画期間を５年延長し、令和７年度までとし

ます。 

 

社会情勢の変化や本計画の実施状況に適切に対応するため、適宜、検証を 

行い、必要に応じ、計画の改定を行います。 
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１ 想定される地震 

山梨県地域防災計画、山梨県地震被害想定調査報告書（Ｈ８年３月）及び山梨県

東海地震被害想定調査報告書（Ｈ１７年）によると、想定される地震、規模、位置及

び建物被害は、次のとおりです。（表１－１・図１－１・表１－２） 
       
表１－１ 想定される地震一覧 

想定される地震 想定される地震の規模 

ア 東海地震 
身延町、南部町の一部で震度７、甲府市、笛吹

市の一部、峡南地域及び富士北麓地域の一部で

震度６強の地域が分布。 

イ 南関東直下プレート境界地震

（Ｍ７，Ｍ９，Ｍ１４） 
（現在は、首都直下地震）

 

震源により異なるが、旧北都留郡、旧南都留郡、

旧東八代郡、旧東山梨郡、都留市で震度６弱、

富士吉田市、忍野村、山中湖村で震度６強の地

域が分布。 

ウ 釜無川断層地震 
断層に沿って震度６強の地域が帯状に分布。 

また、震度７の地域が韮崎市、富士川町、南ア

ルプス市に分布。 

エ 藤の木愛川断層地震 甲州市、笛吹市で震度７の地域が分布。 

オ 曽根丘陵断層地震 
甲府市、笛吹市、中央市、市川三郷町で震度７

の地域が分布し、断層から甲府盆地側に震度６

強の地域が分布。 

カ 糸魚川－静岡構造線地震 
断層に沿って震度６弱が帯状に分布し、釜無川

に沿って震度６強の地域が分布。 

※ ウ～カは、活断層による地震です。 

 

 
 
 

 第１章 住宅・建築物の耐震化に関する目標 
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図１－１ 想定地震の位置 

 

 

 
表１－２ 想定される地震による建物被害想定            （単位：棟） 

 全壊 半壊 合計 

ア 東海地震 6,559 31,418 37,977 

イ 南関東直下プレート境界地震（首都直下地震） 1,763 14,949 16,712 

ウ 釜無川断層地震 50,804 56,664 107,468 

エ 藤の木愛川断層地震 38,169 56,370 94,539 

オ 曽根丘陵断層地震 16,888 33,505 50,393 

カ 糸魚川－静岡構造線地震 15,288 39,350 54,638 
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252,000戸

34,000戸

耐震性無し

41,700戸

12.7％

S56年以降の住宅

S55年以前の住宅
（耐震性有り）

S55年以前の住宅
（耐震性無し）

耐震性有り

286,000戸

87.3％

41,700戸

２ 耐震化の現状と目標 

（２－１） 住宅の耐震化の現状（令和２年度推計） 

平成２０年から平成３０年の「住宅・土地統計調査」を基に令和２年度末の住

宅数を推計すると、県内の住宅総数は、３２７，７００戸となります。そのうち、

新耐震基準（昭和５６年以降）で建築された住宅数に、旧耐震基準（昭和５５年

以前）で建築された住宅のうち耐震性を有するものを加えると、耐震性のある住

宅数は２８６，０００戸になり、県内における令和２年度末の住宅の耐震化率は、

８７．３％と推計されます（目標９０％）。（表１－３） 

 
表１－３ 住宅の耐震化の現状                        （単位：戸） 

  

耐震性有の 

住宅数 

 

⑥ 

(③＋⑤） 

 

耐震化率 

(推計値) 

 

⑦ 

(⑥/①） 

 

住宅総数 

 

① 

(②＋⑤） 

  

昭和 56年

以降の 

住宅 

⑤ 

昭和 55年 

以前の 

住宅 

② 

 

耐震性を 

有するもの 

③ 

 

耐震性が 

無いもの 

④ 

327,700 75,700 34,000 41,700 252,000 286,000 87.3％ 

 

 

（参考）資料編Ｐ１：住宅の耐震化の現状について 

※ 昭和５６年６月１日に建築基準法の耐震関係規定が

改正された（新耐震基準）ため、昭和５６年５月３１日

以前と同年６月１日以降で分けることが必要ですが、根

拠としている住宅・土地統計調査が昭和５５年と昭和５

６年で分かれているため便宜上この区分を採用してい

ます。 
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耐震性有り

286,000戸
87.3％

耐震性有り

292,400戸
90.9％

耐震性有り

292,400戸
90.9％

施策効果

13,200戸
4.1％

耐震性無し

41,700戸
12.7％

耐震性無し

29,200戸
9.1％

耐震性無し

16,000戸
5.0％

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

令和２年度末 令和７年度末（推計） 令和７年度末（目標）

（戸）

耐震性無し

施策効果

耐震性有り

（２－２） 住宅の耐震化率の目標 

住宅の老朽化等に伴い、建替えや除却が進み、耐震性を有さない建築物が減少

することから、耐震化率は経年とともに向上します。 

令和２年の住宅の耐震化率と、これまでの進捗状況を考慮すると、令和７年度

末には、住宅の耐震化率は９０．９％になると推計されます。今後予想される地

震被害から県民の生命と財産を守るため、国の基本的な方針を参考に、地震に強

い県土を目指し、住宅の耐震化率の目標を９５％とします。 

目標を達成するためには、今後５年間で実施される建替え等に加え、的確な施

策の実施により、１３，２００戸の耐震化が必要になります。（表１－４） 
 
表１－４ 令和７年度末における住宅の耐震化率の推計と目標     （単位：戸） 
 耐震性有 

の住宅数 

 

 

 

⑥ 

(③+⑤） 

耐震化

率 

(令和 2

年度末

推計値) 

⑦ 

(⑥/①） 

耐震化

率の 

目標 

(令和７

年度末) 

⑧ 

(⑥/①） 

 

住宅総数 

 

 

① 

（②+⑤） 

 昭和 56年 

以降の 

住宅 

 

⑤ 

昭和 55 年 

以前の 

住宅 

② 

耐震性を 

有するも

の 

③ 

耐震性が 

無いもの 

 

④ 

令和２年度 327,700 75,700 34,000 41,700 252,000 286,000 87.3％  

令和７年度 

（推計） 
321,600 58,500 29,300 29,200 263,100 292,400 90.9％  

令和７年度 

（目標） 
321,600 58,500 42,500 16,000 263,100 305,600  95.0% 

 

自然更新に 
施策効果を 
上乗せ 
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（２）特定建築物等※の耐震化の現状と目標

「多数の者が利用する特定建築物等」は、３，４３５棟あります。このうち昭和

５５年以前に建築された８６０棟の中で、耐震性を有するもの４２５棟と耐震改修

を実施したもの３１２棟に昭和５６年以降に建築された２，５７５棟を加えた、

３，３１２棟が耐震性を有すると考えられます。

従って、「多数の者が利用する特定建築物等」の耐震化率は、９６．４％と推計

され、令和２年度末の目標である９５％を達成しました。（表１－５）

耐震性が不十分な建築物の解消に向け、耐震化啓発活動を引き続き行います。 

（目標値は設定しない） 

表１－５ 「多数の者が利用する特定建築物等」の耐震化の現状   （単位：棟） 

多数の者

が利用す

る建築物 

総数 

① 

(②＋⑥)

耐震性有 

の建築物 

⑥ 

(③＋⑤)

耐震化率 

(推計値) 

⑦ 

(⑥/①)

昭和 55年 

以前の 

建築物 

② 

昭和 56年 

以降の 

建築物 

⑤ 

耐震性を 

有するも

の 

③ 

耐震性が 

無いもの 

④ 

民間 2,129 319 203 116 1,810 2,013 94.6％ 

公共 1,306 541 534 7 765 1,299 99.5％ 

合計 3,435 860 737 123 2,575 3,312 96.4％ 

 
 

（参考）資料編Ｐ４：建築物の用途の特性に応じて３つに区分した耐震化の現状について

3,312棟

96.4％

123棟…

耐震性有り

耐震性無し

※ 特定建築物等

法第１４条第１号で規定する「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、
展示場、 百貨店、事務所、老人ホームその他多数の者が利用する建築物」で

一定規模以上（資料編Ｐ１１の表中「特定既存耐震不適格建築物の要件」の欄

に示す規模）のもの
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（３）耐震診断義務付け対象建築物の耐震化の現状 

耐震診断義務付け対象建築物とは、旧耐震基準で建てられた次のものになりま

す。 

① 要緊急安全確認大規模建築物 

法附則第３条で規定されるものです。 

（参考）資料編Ｐ５：要緊急安全確認大規模建築物に該当する規模等について 
 
 
 
 
 

※ 耐震改修済みには、耐震改修工事中を含む。 

 

② 要安全確認計画記載建築物（避難路沿道建築物） 

市町村耐震改修促進計画で指定する重要な避難路（※）の沿道建築物であっ

て、前面道路幅員の１/２超の高さの建築物（道路幅員が１２ｍ以下の場合は６

ｍ超）となります。 

耐震診断の結果の報告期限を令和５年３月３１日までとしていることから、

令和４年度までは、耐震診断を確実に実施するよう指導等を行うとともに、耐

震性が低いと判断された建築物の所有者に対しては、耐震改修等の実施を促し

ます。 

※ 市町村耐震改修促進計画に記載した法第６条第３項第１号の適用を受ける道路

（山梨県地域防災計画に定められた第１次、第２次緊急輸送道路等） 

 
道路を閉塞する恐れのある建築物の例示 

耐震改修済み

24 24 23 1 1（※）

総数 耐震診断
実施 耐震性

あり
耐震性
なし
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１ 耐震化に係る基本的な取り組み方針 

災害に強い県土づくりのためには、住宅・建築物の所有者等が、地域の防災対策

を自らの問題としてとらえ、建築士等の専門家の意見を聞きながら耐震化に取り組

むことが不可欠であります。 

県と市町村は、耐震改修促進計画の策定以外にも、住宅・建築物の耐震化を図る

ため、補助制度を始めとした、様々な施策を行い、所有者などの取り組みを支援し

てきましたが、耐震化を促進するため、支援を継続していきます。 

住宅・建築物の所有者、県、市町村、建築関係団体は、相互に連携を図りながら、

次に掲げるそれぞれの役割を分担し、本計画を着実に実施することとします。 

 

※交付金を活用するための要件となっている計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 所
有
者 

県 市
町
村 

建

築

関

係

団
体 

建
築
専
門 

技
術
者 

耐震診断・耐震改修の実施 ●     

耐震改修促進計画の策定  ● ●   

耐震化緊急促進アクションプログラムの策定※   ●   

公共建築物の耐震化  ● ●   

耐震化に関する知識の普及・啓発  ● ● ●  

耐震化への補助  ● ●   

所有者等への適切なアドバイス  ● ● ● ● 

技術者の養成  ● ● ●  

 
第２章 住宅・建築物の耐震化の促進を図るための施策 
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２ 耐震化の促進を図るための支援策 

住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修の必要性や重要性についての普及・啓発に

積極的に取り組むとともに、国の補助制度等を活用しながら、耐震化を促進します。 

 

（１）住宅に関する支援策の概要 

昭和５６年５月以前に着工された木造住宅を対象に、耐震診断や耐震改修等に

助成する市町村に対して、補助を行うなど市町村を支援します。 

 

（２）建築物に関する支援策の概要 

要安全確認計画記載建築物（避難路沿道建築物）を対象に、耐震診断や耐震改

修等に助成する市町村に対して、補助を行うなど市町村を支援します。 

 

（３）ブロック塀等に関する支援策の概要 

倒壊の危険性のあるブロック塀等を対象に、除却等に助成する市町村に対し

て、補助を行うなど市町村を支援します。 

 

 

３ 安心して耐震改修を行うことができるようにするための環境整備 

（１）専門技術者の養成 

県内の住宅・建築物の耐震化を円滑かつ適切に進めていくためには、専門技術

者の養成が必要不可欠です。 

このため、耐震診断や耐震改修に関する技術的な研修会を定期的に開催しま

す。特に、低コストで耐震改修を実施できる技術者の養成を図るため、「低コス

ト工法研修会」を開催し、研修修了者を県及び市町村ホームページで公表します。 
今後もこうした研修会を開催し、専門技術者を養成します。 

 

（２）県民向け情報の提供等 

ホームページへの掲載やパンフレット等の配布により、耐震診断や耐震改修な

どに関する情報を県民にわかりやすく提供するとともに、無料相談窓口を県庁

（建築住宅課及び各建設事務所）並びに（一社）山梨県建築士会に設け、耐震化

の相談に随時対応します。今後もこうした活動を継続し、安心して耐震改修を行

うことのできるような環境整備に努めることとします。 

※ 県耐震関連ホームページ 

https://www.pref.yamanashi.jp/kenchikujutaku/bousai/taisinnpotal.html 

（参考）資料編Ｐ１２：県内の相談窓口一覧 
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４ 地震発生時に通行を確保すべき道路の沿道建築物の耐震化 

緊急車両の通行や住民の避難路を確保するため、市町村が指定した重要な避難路

に敷地が面しており、地震により倒壊した場合に道路を閉塞する恐れのある建築物

（避難路沿道建築物）について、国及び市町村と連携しながら耐震化を促進します。 

 

（１）耐震診断の実施及び結果の報告 

   診断義務化対象建築物については、法第７条により、耐震診断の実施と結果の

報告が義務付けられます。所有者は、建築物の所在地の市町村が耐震改修促進計

画において定めている報告期限までに、診断を実施し、その結果を所管行政庁（甲

府市の物件については甲府市に、甲府市以外の物件については県）に報告する必

要があります。 

 

 （２）耐震診断の結果の公表 

   耐震診断の結果については、法第９条により、所管行政庁が公表することとな

ります。 

 

 （３）耐震診断未実施者、未報告者について 

   報告期限までに診断結果が報告されない場合は、法第８条により所有者に対し

て、報告命令を行い、公表されることになります。 

 

 （４）耐震改修等について 

   耐震診断の判定結果が「地震に対する安全性の向上を図る必要がある」となっ

た場合、建築物の所有者は耐震改修等の実施に努めてください。 

 

５ 地震時の建築物の総合的な安全対策の推進 

 （１）地震発生前の対策 

① ブロック塀等の転倒防止 

大規模地震発生時には、ブロック塀等が倒壊し、避難や救助活動の妨げとな

るばかりでなく、場合によっては、死傷者が発生するなどの危険性が指摘され

ています。 

こうしたことから、ブロック塀等の倒壊の危険性を県民や建物所有者に周知

するため、正しい施工方法や補強方法などについて、パンフレット等により普

及・啓発を行うとともに、建築物防災週間等の機会を捉えて転倒防止対策等を

促します。 
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   【ブロック塀等の実態調査】 

    地震発生時に被災者が避難する経路の安全性と緊急車両の通行を確保する

ため、調査対象路線（※１）に面したブロック塀等について、令和２年度に調

査を行い、緊急に改修する必要性のあるブロック塀等（※２）の実態を把握し

ました。 

これらのブロック塀等については、今後改善を促します。 

 

※１ 調査対象路線 

  ・ 第１次・第２次緊急輸送道路 

（県及び市町村の地域防災計画に記載してあるもの） 

・ 上記緊急輸送道路から指定避難所までに至る道路で市町村が指定し

たもの 

※２ 緊急に改修する必要性のあるブロック塀等  

・ 高さ２．２ｍを超えるもの 

・ 大きな損傷・傾斜・たわみがあるもの     

 

【緊急に改修する必要性のあるブロック塀の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ガラス・天井の落下防止 

地震時には、オフィスビルの窓ガラスが割れて飛散したり、天井等の装飾具

等が落下するなどの事故が発生します。 

ガラスや天井の落下の危険性について、県民や所有者に周知するとともに、

国の技術基準に適合していない特定天井については、建築基準法の定期報告制

度等を活用しながら、落下防止対策の普及・啓発を行い、改修を促します｡ 

 

 

 

【大きなひび割れ】 【２．２ｍ超え】 
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③ エレベーターの安全確保 

地震時のエレベーターの閉じこめ事故を防止するため、地震対策等がなされ

ていない既存エレベーターについては、建築基準法の定期報告制度等を活用し

ながら、改修を促します。 

 

④ 家具等の転倒防止 

地震が発生すると家具等が転倒し、これにより負傷したり、避難等の妨げに

なる場合があるため、家具等の転倒防止についてパンフレット等により普及・

啓発に努めます。 

 

（２）地震発生後の対応 

大規模地震等により住宅・建築物が被害を受けた場合には、余震等から人命を

守るため、被災建築物応急危険度判定制度に基づき、県及び市町村は、速やかに

判定支援本部や判定実施本部等を設置し、被災建築物の判定活動を実施します。 

また、応急危険度判定士が不足する場合には、国に対し判定士の派遣を要請す

るとともに、判定士の受け入れ体制の整備等の必要な措置を講じます。 

迅速で着実な判定作業を実施するため、今後も県内の建築士を対象に応急危険

度判定士の養成に努めます。 

 

 

６ 特定公共賃貸住宅の空き家の活用 

住宅の耐震改修工事を行う際、工事期間中の仮住居の確保が必要となる場合に

は、県は、特例として次の条件により特定公共賃貸住宅を賃貸することができるこ

ととします。（表２－１） 

 

表２－１ 特定公共賃貸住宅への入居条件 

対 象 者 

法第１７条第３項の規定により認定を受けた耐震

改修の計画に係る住宅の耐震改修を実施する者で

あって、仮住居を提供することが必要と認められる

者であること。 

仮住居として提供できる 
特定公共賃貸住宅 

入居者の募集をしたにもかかわらず、３箇月以上入

居者がない特定公共賃貸住宅で、例外的に入居者を

入居させることについて、知事の承認を得た住戸で

あること。 

仮住居として賃貸できる 
期間等 

２年を上限として、借地借家法第３８条第１項の規

定による定期借家契約であること。 
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住宅・建築物の耐震化を促進するため、県民に対する地震災害の情報や耐震化の重

要性、耐震改修に関する様々な情報を発信し、意識の啓発及び知識の普及に努めます。 

 

１ 地震ハザードマップの作成・公表 

県では、東海地震等の被害想定結果や震度分布図などのハザードマップを公表し

ます。（図３－１） 

住宅・建築物の所有者等が、地震防災対策を自らの問題又は地域の問題として意

識するためには、住民にとって身近な情報として感じられるよう、想定される地震

の揺れやすさ（震度）の程度を示す地震ハザードマップの策定が有効です。 

ハザードマップは、住民に理解しやすいことが重要であることから、地域を最も

よく知る市町村が震度分布図などの地震ハザードマップの整備・公表を推進してい

くものとし、県は必要な情報の提供等を行うものとします。 

 

図３－１    東海地震における想定震度分布図 

（出典：山梨県地域防災計画（平成１９年１月）） 

 

 
第３章 住宅・建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び

知識の普及  
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２ パンフレットの作成・配布や研修会の開催 

県では、耐震化を促進するため、補助制度のパンフレットや耐震改修工事の実例

集などを作成し、地震相談窓口や戸別訪問時において配布します。 

           

 

 

 

 

 

また、地域住民の要望や自治会等で開催する防災に関する研修会等の場を活用

し、市町村と連携して、耐震化の必要性や支援制度を説明します。 

 

 

今後も、耐震化の促進に必要な情報をホームページへの掲載やチラシの配布、研

修会等の開催を通じて、県民にわかりやすく提供します。 

 

 

３ 技術者向け研修会の開催 

耐震診断や耐震改修に係る技術的な研修会を、積極的に開催します。 

低コストで行うことのできる耐震改修を一層促進していくため、民間ノウハウを

活用した「低コスト工法研修会」などを開催し、改修事業者にスキルの習得を促し

ます。 
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４ 官民一体となった取り組み 

（１）低コスト工法導入促進活動 

耐震啓発のための戸別訪問時に、低コスト工法研修会修了者が同行し、所有者

に耐震改修工事の内容を分かりやすく説明することで、耐震改修工事費用に要す

る負担感を軽減し、耐震化を促進します。 

また、所有者の耐震化への意識を高めるため、低コスト工法を活用した耐震改

修の事例をホームページやパンフレットにより周知します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）リフォームにあわせた耐震改修の誘導 

住宅設備の更新やバリアフリー化等を目的としたリフォームにあわせて耐震

改修工事を行うことは、費用面などで合理的であることから、耐震改修工事の事

例集を作成し、配布します。 
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また、県や市町村及び（一社）山梨県建築士会にリフォームに関する相談窓口

を設置し、耐震改修等に関する情報提供を行います。 

 

（３）自治会等との連携に関する事項 

地震防災対策の基本は、「自分たちの地域は、自分たちで守る」であることか

ら、県は市町村と連携して、地域ぐるみの意識啓発や耐震診断及び耐震改修の実

施に向けた情報提供等を実施します。 

今後も、県と市町村の適切な役割分担のもとに、地域の自治会や自主防災組織

等を巻き込みながら、引き続き耐震化の促進を図ります。 

 

（４）戸別訪問による耐震化の啓発 

木造住宅の耐震化へのきめ細やかな普及啓発と耐震診断・耐震改修工事を推進

するため、県、市町村、自治会、建築士等が連携し、古い木造住宅が密集してい

る地区等を中心に戸別訪問を実施し、耐震化への普及啓発と相談、補助制度の紹

介を実施します。 

要安全確認計画記載建築物（避難路沿道建築物）に対しても、市町村を主体と

して、県や建築士が連携し、法制度の説明や耐震診断・耐震改修工事を推進する

ため、戸別訪問を実施します。 

また、ブロック塀等の安全対策については、所有者に安全対策の必要性や補助

制度について説明するため、地区の防災リーダーや市町村職員とともに戸別訪問

を実施します。 
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５ 県、市町村、建築関係団体による連携 

県内の住宅・建築物の耐震化を促進するため、県、市町村、建築関係団体で連携

して「山梨県住宅・建築物耐震化促進連絡会議」を平成２４年３月に設立しました。

連絡会議では、行政職員のスキルアップのための研修会の開催や建築物の耐震化の

促進に関する情報の共有を図るとともに、施策や補助制度等の検証を行います。 

 

【構成メンバー】 

  （一社）山梨県建築士会 

（一社）山梨県建築士事務所協会 

（一社）山梨県建築設計協会 

（一社）山梨県建設業協会 

山梨県建設組合連合会 

（一社）山梨県木造住宅協会 

  山梨県 

  甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、 

甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、 

昭和町、富士河口湖町、西桂町、道志村、富士川町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、 

小菅村、丹波山村 

 

また、令和３年度からは、「山梨県住宅・建築物耐震化促進連絡会議」内にワー

キンググループを設置し、リフォームにあわせて耐震改修工事を行ってもらうため

の、効果的な普及啓発方法等の検討を行います。 

 

 

６ 税制の周知・普及 

県と市町村は、「耐震改修促進税制」等の優遇税制の広報・周知を行なうことに

より、耐震化を促進します。 

また、固定資産税の優遇措置等についても、市町村と連携して、検討を進めます。 
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１ 耐震改修促進法による指導等 

（１）耐震診断義務付け対象建築物に対する指導等 

（要安全確認計画記載建築物（避難路沿道建築物）の場合） 

  所管行政庁は、所有者に対して、周知を図るとともに、必要に応じて指導等を

行います。 

 

  ① 耐震診断義務付け対象建築物である旨の周知 

   対象建築物の所有者に対して、耐震診断を実施し、その結果を所管行政庁へ

報告する義務があることを、戸別訪問等により十分に周知し、確実な実施を促

します。 

 

   ② 報告期限までに診断結果を報告しない場合の指導等 

    報告期限である令和５年３月３１日までに、診断結果を報告しない所有者に

対しては、文書により、報告を促します。 

    それでもなお報告されない場合は、法第８条に基づき、報告を行うべきこと

を命ずるとともに、その旨をホームページ等で公表します。 

 

   ③ 耐震診断の結果の公表 

    所管行政庁は、診断結果の報告を受けた後に、法第９条に基づき、報告内容

をホームページ等により公表します。 

 

（２）耐震診断義務付け対象建築物以外の建築物に対する指導等 

所管行政庁は、全ての特定既存耐震不適格建築物（※）の所有者に、必要に応

じて指導及び助言を行うものとします。 

 

① 指導及び助言（法第１５条第１項） 

耐震化の必要性等を説明するとともに、耐震化の実施について文書等により

指導及び助言を行います。 

 

   ② 指示（法第１５条第２項） 

指示対象となる特定既存耐震不適格建築物のうち、耐震化が行なわれてい

ない所有者に対して、必要に応じて、実施すべき事項を記載した文書等によ

り指示します。 

 
第４章 住宅・建築物の耐震化の促進を図るための指導等 
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   ③ 公表（法第１５条第３項） 

指示を受けた所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかった場合に

は、ホームページ等により公表します。 

 

（※）資料編Ｐ１１：住宅・建築物の耐震化の促進を図るための指導等について 

 

 

２ 建築基準法による勧告又は命令等 

前述の公表を行ったにもかかわらず、当該建築物の所有者等が耐震改修等を行わ

ない建築物のうち、建築基準法第１０条の規定に該当する建築物については、その

所有者等に対し、同条の規定に基づく勧告又は命令を行います。 
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市町村は、計画の改定にあたり、国の基本方針と本計画の内容を参考にしつつ、地

域の実情から住宅等の耐震化の目標を定めるとともに、市町村が所有する公共建築物

の耐震化計画を作成するものとします。（表５－１） 

さらに、地域住民等との連携による啓発活動について、地域の実情に配慮しつつ計

画に位置づけるものとします。 

なお、耐震化を促進するためには、県及び市町村が連携し、諸施策を積極的に推進

することが重要であることから、県は市町村に対し資料提供や必要な助言及び技術支

援を行うこととします。 
表５－１ 市町村耐震改修促進計画の記載事項例 

項   目 内   容 

住宅・建築物の耐震化

に関する目標に関する

事項 

・想定される地震、建物被害の状況 

・耐震化の現状 

・耐震改修等の目標の設定 

・公共建築物の耐震化 

住宅・建築物の耐震化

の促進を図るための施

策に関する事項 

・耐震化に係る基本的取り組み方針 
・市町村住宅耐震化緊急促進アクションプログラムの策定 

・国土強靭化計画など他の市町村計画との連携 
・安心して耐震改修等できる環境整備 

・地震発生時に通行を確保すべき道路と沿道建築物の耐震化 
・地震時の総合的な安全対策の推進 
・耐震化の促進を図るための支援策 

・優先的、重点的に耐震化に着手すべき区域、建築物の設定 

住宅・建築物の地震に

対する安全性の向上に

関する啓発及び知識の

普及に関する事項 

・地震ハザードマップの作成、公表 

・パンフレットの作成、配布や研修会の開催等 
・技術者向け研修会の開催 
・官民一体となった取り組み 

・県、建築関係団体等による連携 
・税制の周知、普及 

住宅・建築物の耐震化

の促進を図るための指

導等に関する事項 

・所管行政庁となる市町村における指導等 

・所管行政庁とならない市町村における県との調整等 

その他住宅・建築物の

耐震化の促進に関し必

要な事項 
・市町村が特に必要と定める事項等 

 

 
第５章 市町村が定める建築物耐震改修促進計画 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山梨県 県土整備部 建築住宅課 建築防災担当 
〒４００－８５０１ 甲府市丸の内１－６－１ ＴＥＬ：０５５－２２３－１７３４ 
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